
○山北町景観条例施行規則 

平成３０年６月１８日 

規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）

及び山北町景観条例（平成３０年山北町条例第２９号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、法、景観法施行令（平成１６年政令

第３９８号）及び条例の例による。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、条例第１３条第１項で定めるもののほか、次の各号のい

ずれかに該当するものについて適用する。ただし、条例第１５条各号で定め

のあるものは除く。 

（１） 同一事業主（伐採行為を引き継いだ者を含む。）が、一定区域内に

おいて継続し、又は断続して伐採行為を行い、従前の区域と合算した

伐採区域の面積が５００平方メートル以上となる場合 

（２） 一定区域を分割して、複数の事業主が伐採行為を行い、その伐採区

域の面積が合算して５００平方メートル以上となる場合 

（住民等による提案書） 

第４条 景観行政団体及び景観計画に関する省令（平成１６年農林水産省、国

土交通省、環境省令第１号）第４条の規定による提案書は、景観計画提案書

（様式第１号）とする。 

（行為の届出書等） 

第５条 条例第１３条第２項の規定による規則で定める事項は、行為をしよ

うとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表

者の職及び氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに完了予定日とする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による届出書は、景観計画区域内行為（変 

更）届出書（様式第２号）とする。 

３ 条例第１３条第３項の規定による計画概要書は、木竹の伐採にあっては



木竹伐採計画書（様式第３号）とする。 

４ 条例第１３条第３項の規定による規則で定める図書は、行為の種類の区

分に応じて別表に掲げるものとする。ただし、行為の規模が大きいため別

表に掲げる縮尺の図面によって適切に表示できない場合には、当該行為の

規模に応じて町長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替

えることができる。 

５ 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求める

ことができる。 

６ 前４項の規定は、法第１６条第２項の規定による変更の届出について準

用する。 

（適合の通知） 

第６条 町長は、法第１６条第１項又は同条第２項の規定による届出があっ

た場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた措置の基準

に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為（変更）適合認定証（様式

第４号）により通知するものとする。 

（勧告） 

第７条 法第１６条第３項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書

（様式第５号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の提案） 

第８条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」

という。）第７条第１項の規定による提案書は、景観重要建造物指定提案書

（様式第６号）とする。 

２ 法第２０条第３項の規定による通知は、景観重要建造物不指定決定通知

書（様式第７号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の通知） 

第９条 法第２１条第１項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書

（様式第８号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の告示） 

第１０条 条例第１６条第２項の規定により告示する事項は、省令第８条第

１項各号（第４号を除く。）に掲げる事項とする。 



（景観重要建造物の現状変更の許可） 

第１１条 省令第９条第１項の規定による申請書は、景観重要建造物現状変

更許可申請書（様式第９号）とする。 

２ 町長は、法第２２条第１項の申請があったときは、速やかにその適否を決

定し、景観重要建造物現状変更許可等決定通知書（様式第１０号）により申

請者に通知するものとする。 

（身分証明書） 

第１２条 法第２３条第３項（法第３２条により準用する場合を含む。）の規

定による証明書は、身分証明書（様式第１１号）とする。 

（景観重要建造物の指定の解除） 

第１３条 町長は、法第２７条第１項又は同条第２項の規定により指定を解

除したときは、省令第８条第１項第１号から第３号までに掲げる事項並び

に指定の解除の理由及び解除年月日を告示するものとする。 

２ 法第２７条第３項の規定により準用する法第２１条第１項の規定による

通知は、景観重要建造物指定解除通知書（様式第１２号）とする。 

（景観重要樹木の指定の提案） 

第１４条 省令第１２条第１項の規定による提案書は、景観重要樹木指定提

案書（様式第１３号）とする。 

２ 法第２９条第３項の規定による通知は、景観重要樹木不指定決定通知 

書（様式第１４号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の通知） 

第１５条 法第３０条第１項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書

（様式第１５号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の告示） 

第１６条 条例第１６条第２項の規定により告示する事項は、省令１３条第

１項各号（第４号を除く。）に掲げる事項とする。 

（景観重要樹木の現状変更の許可） 

第１７条 省令第１４条第１項の規定による申請書は、景観重要樹木現状変

更許可申請書（様式第１６号）とする。 

２ 町長は、法第３１条第１項の申請があったときは、速やかにその適否を決



定し、景観重要樹木現状変更許可等決定通知書（様式第１７号）により申請

者に通知するものとする。 

（景観重要樹木の指定の解除） 

第１８条 町長は、法第３５条第１項又は同条第２項の規定により指定を解

除したときは、省令第１３条第１項第１号から第３号までに掲げる事項並

びに指定の解除の理由及び解除年月日を告示するものとする。 

２ 法第３５条第３項の規定により準用する法第３０条第１項の規定による

通知は、景観重要樹木指定解除通知書（様式第１８号）とする。 

（委任） 

第１９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第５条関係） 

行為の種類 図面の種類 縮 尺 図面に明示しなければならない事

項 

木竹の伐採 付近見取図 ２，５００

分の１以上 

方位、行為地、道路及び目標となる

もの 

 計画平面図 ６００分の

１以上 

行為内容及び施工方法、行為前の

土地の状況と行為後の土地の状況 

 現況写真  行為地を含む付近の状況がわかる

カラー写真 

 


